
平成 年 月 日16 2 27
「窒素・燐規制対象湖沼の追加指定等」に対する意見の募集について

水質汚濁防止法（昭和 年法律第 号）に基づく窒素含有量、燐含有量についての45 138
排水規制の対象となる湖沼を追加等するため、窒素含有量又は燐含有量についての排水基

準に係る湖沼を定める件（昭和 年 月環境庁告示第 号）の改正を行う予定です。60 5 27
本改正について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、郵送及び電子メールに

より、意見を募集（パブリック・コメント）いたします。御意見のある方は［御意見募集

要項］に沿って、御提出下さい。

皆様からいただいた御意見は、告示の改正の参考とさせていただきます。

なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

１．改正の趣旨

○ 環境省では、昭和 年 月に水質汚濁防止法に基づく窒素含有量、燐含有量の排水60 7
基準を設定するとともに、一定の要件を満たす湖沼をその規制対象として指定し、当該

湖沼の集水域に立地する特定事業場について排水規制を実施しています。

（参考 ）国の一律排水基準値：窒素含有量 （日間平均 ）1 120mg/l 60mg/l
燐含有量 （日間平均 ）16mg/l 8mg/l

（参考 ）窒素・燐規制対象湖沼の要件2
・燐規制対象湖沼 ：水の滞留時間が 日間以上である湖沼（特殊な場合を除く ）4 。

・窒素規制対象湖沼：燐規制対象湖沼のうち、窒素の濃度／燐の濃度比 以下で、20
かつ、燐の濃度 以上のもの0.02mg/l

○ 今回、平成 年度に全国の湖沼について実施した水質調査等の結果を踏まえ、上記14
の要件に該当する湖沼を規制対象に追加する等窒素・燐規制対象湖沼を見直すこととし

ました。

２．改正の内容

別添のとおり、窒素・燐規制対象湖沼のうち 湖沼を規制対象外とする（改修事業中の1
ため）とともに、燐規制対象湖沼として 湖沼、窒素規制対象湖沼として 湖沼を追120 77
加します。

1,319これらにより、 従来より規制対象としている湖沼と合わせ、燐規制対象湖沼は

湖沼、窒素排水規制対象湖沼は 湖沼となります。277

３．御意見募集要項 （別紙のとおり）

（別添）窒素・燐規制対象湖沼の見直し内容
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［御意見募集要項］

１．意見募集対象

窒素・燐規制対象湖沼の追加指定等

２．募集期間

平成１６年２月２７日（金）～平成１６年３月２６日（金）必着

３．提出方法

［意見提出用紙］の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。

（１） 郵送 ： ［意見提出用紙］の様式に従って提出してください。

（２） ファクシミリ ： ［意見提出用紙］の様式に従って提出してください。

（３） 電子メール ： ［意見提出用紙］の項目に従い、ファイル形式をテキスト形式と

して送付してください （添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います ）。 。

なお、電話での御意見はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

（意見提出用紙）

[宛先] 環境省環境管理局水環境部水環境管理課 あて

[氏名]（企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名）

[〒・住所]

[電話番号]

[ 番号]FAX

[意見]

＜該当箇所＞

（どの部分についての御意見か、該当箇所がわかるように明記してください ）。

＜意見内容＞

＜理由＞

（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい ）。
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意見提出先

環境省環境管理局水環境部水環境管理課あて

○ 郵送の場合

100-8975 1-2-2〒 東京都千代田区霞が関

○ ファクシミリの場合

03-3501-2717(ファクシミリ番号)

○ 電子メールの場合

mizu-kanri@env.go.jp電子メールアドレス：

※ なお、いただいた記載内容については、御意見を活用させていただく観点から、氏

名、住所、電話番号、 番号及び電子メールアドレス等個人の属性に関する情報をFAX
除き、すべて公開される可能性があることを御承知おきください （公表の際に匿名。

を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えてください）

資料の入手方法

○ 環境省環境管理局水環境部水環境管理課において資料配布

場所：中央合同庁舎第５号館２３階２３０２室

○ インターネットによる閲覧

環境省ホームページ( )http://www.env.go.jp/
○ 郵送による送付

郵送を希望される方は、 円切手を貼付した返信用封筒（ の書類が折らずに入120 A4
るもの。郵便番号・住所・氏名を必ず明記）を同封の上、上記４．意見提出先の「郵送の

場合」の宛先まで送付してください。



窒素・燐規制対象湖沼の見直し内容

(a) 今般新たに燐規制を行う湖沼 　　120湖沼

矢別ダム貯水池（やべつ湖） 北海道函館市
神居ダム貯水池 北海道旭川市及び上川郡美瑛町
ペーパンダム貯水池 北海道旭川市
美唄ダム貯水池（びばい湖） 北海道美唄市
滝里ダム貯水池 北海道芦別市及び富良野市
望来ダム貯水池 北海道厚田郡厚田村
美利河ダム貯水池 北海道瀬棚郡今金町
共和ダム貯水池 北海道岩内郡共和町
苫前ダム貯水池 北海道苫前郡苫前町
古梅ダム貯水池 北海道網走郡美幌町
瑞穂ダム貯水池 北海道勇払郡早来町
東の沢調整池 北海道静内郡静内町
様似ダム貯水池（様似湖） 北海道様似郡様似町
活込調整池 北海道中川郡本別町及び足寄郡足寄町
遠野ダム貯水池 岩手県遠野市
レン滝ダム貯水池 岩手県岩手郡雫石町
外桝沢ダム貯水池 岩手県岩手郡雫石町
矢櫃ダム貯水池 岩手県岩手郡雫石町
鶯宿ダム貯水池 岩手県岩手郡雫石町
荒沢一号ダム貯水池 岩手県岩手郡安代町
荒沢二号ダム貯水池 岩手県岩手郡安代町
荒沢三号ダム貯水池 岩手県岩手郡安代町
衣川一号ダム（増沢）貯水池 岩手県胆沢郡衣川村
衣川二号ダム貯水池 岩手県胆沢郡衣川村
衣川三号ダム貯水池 岩手県胆沢郡衣川村
雪谷川防災ダム貯水池 岩手県九戸郡軽米町
松ヶ房ダム貯水池（宇多川湖） 宮城県伊具郡丸森町及び福島県相馬市
宮床ダム貯水池 宮城県黒川郡大和町
旭川ダム貯水池 秋田県秋田市
空素沼 秋田県秋田市
大松川ダム貯水池(みたけ湖) 秋田県平鹿郡山内村
生居川ダム貯水池 山形県上山市
管野ダム貯水池 山形県長井市
大笹生ダム貯水池 福島県福島市
高柴ダム貯水池（たかしば湖） 福島県いわき市
龍生ダム貯水池 福島県岩瀬郡天栄村
田島ダム貯水池（舟鼻湖） 福島県南会津郡田島町
大内ダム貯水池 福島県南会津郡下郷町
大鳥ダム貯水池 福島県南会津郡只見町及び新潟県北魚沼郡湯之谷村
大深沢ダム貯水池
（大深沢調整池）

福島県耶麻郡塩川町

宮川ダム貯水池 福島県大沼郡会津高田町
中之条調整池（四万湖） 群馬県吾妻郡中之条町
保台ダム貯水池 千葉県鴨川市
小中ダム貯水池（小中池） 千葉県山武郡大網白里町
平沢ダム貯水池 千葉県夷隅郡大多喜町
第二奧谷ダム貯水池 千葉県安房郡天津小湊町
連珠ダム貯水池 東京都小笠原村
宮ヶ瀬ダム貯水池（宮ヶ瀬湖） 神奈川県愛甲郡清川村及び津久井郡津久井町
加治川治水ダム貯水池 新潟県新発田市
下条川ダム貯水池 新潟県加茂市
刈谷田川ダム貯水池 新潟県栃尾市



鯖石川ダム貯水池 新潟県刈羽郡高柳町及び東頸城郡松代町
城川ダム貯水池 新潟県東頸城郡松代町
猿田ダム貯水池 新潟県岩船郡朝日村
布施川ダム貯水池 富山県黒部市
白岩川ダム貯水池 富山県中新川郡立山町
利賀川ダム貯水池 富山県東礪波郡利賀村
赤浦潟 石川県七尾市
赤瀬ダム貯水池 石川県小松市
山原ダム貯水池 福井県大野郡和泉村
塩川ダム貯水池（みずがき湖） 山梨県北巨摩郡須玉町
香坂ダム貯水池 長野県佐久市
湯川ダム貯水池 長野県北佐久郡御代田町
稲核ダム貯水池 長野県南安曇郡安曇村
蜂屋ダム貯水池 岐阜県美濃加茂市
上大須ダム貯水池 岐阜県本巣郡根尾村
鳩谷ダム貯水池 岐阜県大野郡白川村
田貫湖 静岡県富士宮市
東富士ダム貯水池 静岡県御殿場市及び駿東郡小山町
片田ダム貯水池 三重県津市及び安芸郡美里村
加佐登ダム貯水池（白鳥湖） 三重県鈴鹿市
比奈知ダム貯水池（ひなち湖） 三重県名張市
中里ダム貯水池 三重県員弁市
菰野ダム貯水池（菰野調整池） 三重県三重郡菰野町
三瀬谷ダム貯水池 三重県多気郡大台町及び多気郡宮川村
天王ダム貯水池 兵庫県神戸市
鮎屋川ダム貯水池 兵庫県洲本市
天川ダム貯水池（第二ダム） 兵庫県洲本市
大路ダム貯水池（拾枚湖） 兵庫県朝来郡和田山町
牛内ダム貯水池 兵庫県三原郡南淡町
一の木ダム貯水池 奈良県五条市及び吉野郡西吉野村
銚子ダム貯水池（伊賀湖） 島根県隠岐郡西郷町
千屋ダム貯水池（千水湖） 岡山県新見市
大佐ダム貯水池 岡山県阿哲郡大佐町
池田池 愛媛県新居浜市
佐古ダム貯水池 愛媛県温泉郡重信町
坂本ダム貯水池 高知県宿毛市
中筋川ダム貯水池 高知県宿毛市及び幡多郡三原村
鎌井谷ダム貯水池 高知県香美郡香我美町
長谷ダム貯水池 福岡県福岡市
北谷ダム貯水池 福岡県太宰府市
猪野ダム貯水池 福岡県糟屋郡久山町
河内ダム貯水池 佐賀県鳥栖市
白川ダム貯水池 佐賀県西松浦郡有田町
楠木原大堤ため池 佐賀県西松浦郡西有田町
横竹ダム貯水池 佐賀県藤津郡嬉野町
福江ダム貯水池 長崎県福江市
長谷川ダム貯水池 長崎県西彼杵郡大島町
中原溜池 長崎県南高来郡加津佐町
轟川ダム貯水池 長崎県北松浦郡大島村
桜川ダム貯水池 長崎県北松浦郡生月町
久吹ダム貯水池 長崎県北松浦郡田平町
樫ノ木山砂防ダム貯水池 長崎県南松浦郡奈留町
梼ノ木ダム貯水池 長崎県南松浦郡若松町
西崎貯水池 長崎県壱岐郡石田町
樋口ダム貯水池 長崎県北松浦郡鹿町町
姫ノ河内ダム貯水池 熊本県牛深市
清願寺ダム貯水池 熊本県球磨郡上村



乙見ダム貯水池 大分県臼杵市
野津ダム貯水池 大分県大野郡野津町
浜砂ダム貯水池 宮崎県延岡市
長谷ダム貯水池 宮崎県西都市
広沢ダム貯水池 宮崎県東諸県郡綾町
岩屋戸ダム貯水池 宮崎県東臼杵郡椎葉村
大川ダム貯水池 鹿児島県名瀬市
西京ダム貯水池 鹿児島県西之表市
永吉ダム貯水池 鹿児島県日置郡吹上町及び同郡松元町
竹山ダム貯水池 鹿児島県姶良郡溝辺町
須野ダム貯水池 鹿児島県大島郡笠利町
神嶺ダム貯水池 鹿児島県大島郡徳之島町

(b) 燐規制に加え，今般新たに窒素規制を行う湖沼　　 67湖沼

北辰ダム貯水池 北海道稚内市
メグマ沼 北海道稚内市
ジュンサイ沼 北海道亀田郡七飯町
栗山ダム貯水池（くりやま湖） 北海道夕張郡栗山町
小平ダム貯水池（おびらしべ湖） 北海道留萌郡小平町
有明ダム貯水池 北海道苫前郡初山別村
パンケ沼 北海道天塩郡幌延町
カムイト沼 北海道宗谷郡猿払村
キモマ沼 北海道宗谷郡猿払村
ポロ沼 北海道宗谷郡猿払村
モケウニ沼 北海道宗谷郡猿払村
高見ダム貯水池（高見湖） 北海道静内郡静内町
佐幌ダム貯水池（サホロ湖） 北海道上川郡新得町
生花苗湖 北海道広尾郡大樹町
ホロカヤントウ沼 北海道広尾郡大樹町
湧洞沼 北海道中川郡豊頃町及び同郡大樹町
長節湖 北海道根室市
達古武沼 北海道釧路郡釧路町
シラルトロ沼 北海道川上郡標茶町
葛丸ダム貯水池 岩手県稗貫郡石鳥谷町
四時ダム貯水池（四時湖） 福島県いわき市
増間ダム貯水池 千葉県安房郡三芳村
佐潟 新潟県新潟市
久知川ダム貯水池 新潟県両津市
大谷ダム貯水池 新潟県南蒲原郡下田村
大野川ダム貯水池 新潟県佐渡郡新穂村
八ヶ川ダム貯水池 石川県鳳至郡穴水町及び同郡門前町
七倉ダム貯水池 長野県大町市
沓沢湖 長野県塩尻市
内村ダム貯水池 長野県小県郡丸子町
美和ダム貯水池（美和湖） 長野県上伊那郡高遠町及び同郡長谷村
三浦ダム貯水池（三浦貯水池） 長野県木曽郡王滝村
大沼池 長野県下高井郡山ノ内町
御母衣ダム貯水池（御母衣湖） 岐阜県大野郡荘川村及び同郡白川村
井川貯水池（井川湖） 静岡県静岡市
畑薙第一貯水池（畑薙湖） 静岡県静岡市
勅使池 愛知県豊明市
若王子池 愛知県豊明市
芦ヶ池 愛知県田原市
羽布ダム貯水池（三河湖） 愛知県東加茂郡下山村
宇連ダム貯水池（鳳来湖） 愛知県南設楽郡鳳来町



菅生ダム貯水池（明神湖） 兵庫県飾磨郡夢前町
三宝ダム貯水池 兵庫県氷上郡春日町
河内ダム貯水池 兵庫県津名郡北淡町及び同郡東浦町
長見第一ダム貯水池 兵庫県三原郡南淡町
原田ダム貯水池 兵庫県三原郡南淡町
殿山ダム貯水池（合川貯水池） 和歌山県西牟婁郡大塔村及び同郡日置川町
七川ダム貯水池 和歌山県東牟婁郡古座川町
安部倉ダム貯水池 岡山県岡山市
鳴滝上池（大池） 岡山県玉野市
大ヶ池 岡山県備前市
鳴滝ダム貯水池（鳴滝湖） 岡山県御津郡加茂川町及び上房郡賀陽町
土師ダム貯水池（八千代湖） 広島県高田郡八千代町
福井ダム貯水池 徳島県阿南市
上池 香川県丸亀市
府中ダム貯水池（府中湖） 香川県坂出市及び綾歌郡綾南町
石神池 香川県さぬき市
橘池 香川県綾歌郡国分寺町
穴内川ダム貯水池 高知県南国市及び香美郡土佐山田町
浮州池 福岡県中間市及び鞍手郡鞍手町
油木ダム貯水池 福岡県田川郡添田町
大海ダム貯水池 大分県東国東郡姫島村
迫ダム貯水池 大分県東国東郡姫島村
山下池ダム貯水池 大分県大分郡湯布院町
上椎葉ダム貯水池
（日向椎葉湖）

宮崎県東臼杵郡椎葉村

普久川ダム貯水池 沖縄県国頭郡国頭村
大池 沖縄県島尻郡南大東村

(c)今般新たに窒素規制及び燐規制を行う湖沼　　 10湖沼

二風谷ダム貯水池 北海道沙流郡平取町
浦河ダム貯水池 北海道浦河郡浦河町
日向ダム貯水池 岩手県釜石市
男潟 秋田県秋田市
神余ダム貯水池 千葉県館山市
矢那川ダム貯水池 千葉県木更津市
片倉ダム貯水池 千葉県君津市
宮川調整池（福王湖） 三重県三重郡菰野町
津井貯水池 兵庫県三原郡西淡町
伊岐佐ダム貯水池 佐賀県東松浦郡相知町

(d) 今般の見直しで規制対象から外れる湖沼 　　1湖沼

宿の沢ため池 宮城県玉造郡岩出山町及び栗原郡高清水町

市町村合併等による所在市町村名の変更については、
本告示では平成１５年１２月１日を基準日として、所在市町村名を整理した。


